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徳
島
県
告
示
第
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
一
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

小
松
島
市
立
江
町

令
和
元
年
十
一
月
二
十
日

立
江
櫛
渕
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
十
六
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
徳
島
河
川
国
道
事
務
所
長
か
ら
、
次
の
よ
う
に
公
共
測
量
を
実
施
す
る

旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

測

量

の

種

類

測

量

を

す

る

地

域

測

量

を

す

る

期

間

公
共
測
量
（
用
地
測
量
）

三
好
市
山
城
町
下
川
地
内

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日
か
ら

、
三
好
市
池
田
町
馬
路
地

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

内
及
び
三
好
市
池
田
町
白

地
地
内



徳
島
県
告
示
第
十
七
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
那
賀
川
河
川
事
務
所
長
か
ら
、
次
の
よ
う
に
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

測

量

の

種

類

測

量

を

す

る

地

域

測

量

を

す

る

期

間

公
共
測
量

地
図
情
報
レ
ベ
ル
五
〇

那
賀
川
直
轄
管
理
区
間
（

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら

〇
（
航
空
レ
ー
ザ
測
深
に
よ
る
河
川

河
口
〜
一
七
．
五
ｋ
）

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日
ま
で

内
の
地
形
測
量
）



徳
島
県
告
示
第
十
八
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
四
国
技
術
事
務
所
長
か
ら
、
次
の
よ
う
に
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

測

量

の

種

類

測

量

を

す

る

地

域

測

量

を

す

る

期

間

公
共
測
量
（
デ
ジ
タ
ル
撮
影
及
び
航

徳
島
市
、
鳴
門
市
、
小
松

令
和
元
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら

空
レ
ー
ザ
測
量
）

島
市
、
阿
南
市
、
吉
野
川

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

市
、
美
馬
市
、
三
好
市
、

名
西
郡
石
井
町
、
海
部
郡

牟
岐
町
、
美
波
町
及
び
海

陽
町
、
板
野
郡
松
茂
町
及

び
北
島
町
、
美
馬
郡
つ
る

ぎ
町
並
び
に
三
好
郡
東
み

よ
し
町



徳
島
県
告
示
第
十
九
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
徳
島
河
川
国
道
事
務
所
長
か
ら
、
令
和
元
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
十
一

号
（
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
件
）
で
公
示
し
た
公
共
測
量
を
令
和
元
年
十
二
月
二
十

日
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門



徳
島
県
収
用
委
員
会
公
告

土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）
第
六
条
の
二
に
よ
り
準
用
す
る
同
令

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
に
よ
る
通
知
を
行
う
。

令
和
二
年
一
月
十
七
日

徳
島
県
収
用
委
員
会
会
長

松

尾

泰

三

公
示
に
よ
る
通
知

旧
土
地
台
帳
登
載
名
義
人
（
亡
）
櫻
井
貞
藏
（
本
籍

徳
島
県
阿
南
市
上
中
町
岡
四
二
六
番
地
）
の
法

定
相
続
人

右
記
の
う
ち
、
判
明
し
て
い
る
相
続
人

櫻
井

ト
ラ
ノ

存
否
不
明

最
後
の
本
籍
地

徳
島
県
阿
南
市
上
中
町
岡
四
二
六
番
地

櫻
井

智
枝

存
否
不
明

最
後
の
本
籍
地

徳
島
県
阿
南
市
上
中
町
岡
四
二
六
番
地

櫻
井

敏
明

存
否
不
明

最
後
の
本
籍
地

徳
島
県
阿
南
市
上
中
町
岡
四
二
六
番
地

櫻
井

智
代

存
否
不
明

最
後
の
本
籍
地

徳
島
県
阿
南
市
上
中
町
岡
四
二
六
番
地

櫻
井

國
臣

存
否
不
明

最
後
の
本
籍
地

徳
島
県
阿
南
市
上
中
町
岡
四
二
六
番
地

土
地
収
用
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
右
記
の
者
に
通
知
す
べ
き
左
記
書
類
は
、
当
収
用

委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
、
出
頭
の
上
そ
の
書
類
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

記

令
和
二
年
一
月
九
日
付
け
徳
収
第
一
〇
四
号
「
審
理
の
開
始
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
の
書
類

（
注
意
）
右
記
書
類
を
受
領
し
な
い
と
き
は
、
令
和
二
年
二
月
三
日
を
も
っ
て
そ
の
書
類
の
送
達
が
あ
っ

た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。


